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道有林野賃貸借契約書

北海道（以下「甲」 という。 ） と蘭越町（以下「乙」 という。 ） とは、道有林野の賃貸借につい
て、次のとおり契約する。

（賃借）

第1条

（1）

甲は、その所有する次の道有林野を乙に賃貸し、乙は、その道有林野を賃借する。
所在・林班蘭越町宇湯里680-1,680-3,680-9

（後志管理区171林班）

地 目 山林

数 量 286,424, 13㎡

(2)

(3)

（用途）
第2条乙は、前条の道有林野(以下「貸付物件」 という。 ）を町営チセヌプリスキー場敷地

として使用しなければならない。

（賃貸借期間）

第3条貸付物件の賃貸借の期間は､平成28年4月1日から平成29年3月31日までとする。
2 乙は、貸付期間満了後において引き続き貸付物件を使用しようとするときは、貸付期
間満~了の日の30日前までに、その旨を書面により甲に通知しなければならない。

（貸付料）

第4条貸付料は、次に掲げるとおりとする。

間 ｜ 貸 付 料 ｜ 備 考年 度 ｜ 期

日
日

１
劃

月
月

４
３

年
年

８
９

２
２

成
成

平
平

自
至平成28年度 661,629 円

（貸付料等の納入）
第5条乙は、第4条に定める貸付料、第16条第2項に定める立木損失補償金、第14条第

1項に定める違約金、第20条第2項に定める原状回復の経費及び第22条第1項に定
める損害賠償金については、甲の発行する納入通知書により、その指定する期限までに
納入しなければならない。

2 乙は、前項に定める貸付料等(違約金を除く。 ）を納入期限までに納入しないときは、
当該納入期限の翌日から納入の日までの日数に応じ、未納額につき年10． 75パーセ
ントの割合で計算した額(その金額が500円未満のときは、 これを切り捨てる。 ）の違
約金を甲に支払わなければならない。

（貸付料の増額）
第6条甲は、

ときは、
経済事情の変動があった場合において、第4条の貸付料の額が不適当になった
乙に対し、当該貸付料の額の増額を請求することができる｡

（かし担保等）

第7条乙は、貸付物件がその責めに帰することのできない理由により滅失し、又は損傷した
ときは、当該滅失し、又は損傷した部分の割合に応じて第4条に規定する貸付料の減額
を請求することができる。

（転貸等の禁止)

第8条乙は、甲の承認を得ないで、貸付物件を転貸し、又・は貸付物件上に所在する自己の施
設に貸借権その他使用又は収益を目的とする権利を設定してはならない。

2 乙は、甲の承認を得ないで、 この契約により生じる権利を第三者に譲渡してはならな
い｡



（使用上の制限）

第9条乙は、貸付物件を善良な管理者の注意をもって維持保存しなければならない。
2 乙は、甲の承認を得ないで、貸付物件の原状を変更し、第2条の施設を改築し若しく
は増築し、又は第2条の施設以外の施設を新築してはならない。

（災害時の防止義務）
第10条乙は、天災その他の事由により貸付物件及びその周辺に異常が生じたときは、直ち

に、甲にその旨を報告しなければならない。
2 乙は、貸付物件の使用により、貸付物件及びその周辺において火災、土砂の崩壊若し
くは流出等の災害が発生したとき又は発生のおそれがあるときは、甲の指示により復
旧、防止その他適切な措置を講じなければならない。

（必要費等の負担）
第11条乙は、貸付物件に係る必要費、有益費その他貸付物件の使用に伴い必要とする費用を

負担する。

（実地調査等）
第12条甲は、

に関し、

2 乙は、

必要があると認めるときは、貸付物件の使用状況及び第2条の施設の利用状況
調査し、又は資料の提出若しくは報告を求めることができる。
正当な理由がない限り、前項の調査又は請求を拒んではならない。

一

（境界標等の設置）
第13条乙は、貸付物件の区域を明らかにした境界標及び数量、

表示した標識を設置し保存しなければならない。ただし、
の限りでない。

用途、期間、住所、氏名等を

甲が不要と認めたときは、こ

（違約金）
第14条乙は、次の各号に該当するときは、それぞれ当該各号に定める額の違約金を甲に支払

わなければならない。

(1) 第9条第2項又は第12条に定める義務に違反した場合は、甲が算定した契約時の
時価額の1割に相当する額。 ：

（2） 第8条に定める義務に違反した場合は、甲が算定した契約時の時価額の3割に相当
する額。

2 前項に定める違約金は、第22条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しな
いものとする。
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第15条乙は、甲が甲の事業のために貸付物件を一時的に使用しようとするときは、乙の使用
に支障のない限り、甲に使用させなければならない。

（立木の保護義務等）

第16条乙は、貸付物件の区域内にある立木（貸付後天然に生じたものを含む。 ）を保護しな
ければならない。ただし、当該立木及び貸付物件の区域外にある立木が貸付の目的を著
しく妨げる場合においては、甲の指示に従い除去することができる。

2 乙は、前項ただし書きに規定により立木を除去しようとするときには、甲が算定した
当該立木の損失を補償しなければならない。

（不可抗力による契約の失効）
第17条 甲乙いずれの責めに帰することのできない理由によりこの契約に定める条項の履行が

不能となったときは、この契約は、直ちに失効するものとし､相互に損害賠償の責めを
負わないものとする。

（解除）
第18条

（1）

甲は、次の各号いずれかの事情が生じたときは、 この契約を解除することができる。
甲、国、他の地方公共団体その他公共団体において貸付物件を公用又は公共用に供

する必要が生じたとき

乙が貸付物件を第2条の用途に使用しないとき又はその用途に使用することをやめ
たとき

その他乙がこの契約上の義務を履行しないとき
乙がこの契約の解除を申し出たとき

(2)
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（貸付物件の返還）

第19条貸付期間が満了したとき又は甲が前条の規定によりこの契約を解除したときは、乙
は、貸付物件を甲の指定する日までに甲に返還しなければならない。

（原状回復）

第20条乙は、貸付物件を返還するときは、原状に回復して返還しなければならない。ただし
甲がその必要がないと認めたときは、 この限りではない。

2 甲は、前項の規定に基づく原状回復の義務を乙が履行しないときは、乙の負担におい
てこれを行うことができる。

（貸付料の返還）
第21条甲は、第17条の規定により契約が失効したとき又は第18条第1号の規定によりこ

の契約を解除したときには、甲の算定した未経過期間に係る貸付料を乙に返還するもの
とする。

ただし、経過期間に係るその額が3， 000円未満のときは、貸付料から3, 000
円を控除した額を返還する額とする。

2 甲は、第18条第2号から第4号までの規定によりこの契約を解除したときには、既
に納付した貸付料等を乙に返還しないものとする。

（損害賠償）

第22条乙は、その責めに帰する理由により貸付物件の全部又は一部を滅失し、又は損傷した
ときは、当該滅失又は損傷による当該物件の損害に相当する金額を損害賠償として甲に
支払わなければならない。

2 乙は、第18条第1項の規定によりこの契約が解除されたときは、地方自治法（昭和
22年法律第67条）第238条の5第4項の規定により、解除によって生じた損失の
補償を甲に請求することができる。

（必要費等の請求権の放棄）
第23条乙は、貸付期間が満了した場合又は第18条の規定によりこの契約が解除された場合

において、貸付物件について、支出した必要費、有益費その他の費用があっても、 これ
を甲に対し請求しないものとする。

（契約の費用）
第24条この契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。
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（管轄裁判所）
第25条この契約に関し訴訟等の生じたときは、甲の事務所の所在地を管轄する裁判所を第一

審の裁判所とする。

（契約に定めのない事項）

第26条この契約に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議して定めるものとす
る。

I！

（信義誠実の原則の遵守）
第27条甲及び乙は、信義に従い誠実にこの契約を履行しなければならない。

この契約を証するため、本書を2通作成し、各当事者記名押印の上、各自その1通を保有する
ものとする。

平成z『年今月 ／ 日

甲北海道

北海道後志総合振興局長績本彰ノ

所穣ﾉら、濡鼠剣町漁趨町鼻今8番趣き

名鋼蹴長富谷内留獺溌導
住
氏乙

間


